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市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問

問　
自
転
車
利
用
の
交
通
ル

ー
ル
の
徹
底
と
マ
ナ
ー
の
向

上
を
目
指
し
て
、
平
成
27
年

６
月
１
日
、
行
田
市
自
転
車

安
全
利
用
促
進
条
例
を
制
定

し
た
。
自
転
車
の
安
全
な
利

用
の
促
進
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
実
施
状
況
は
。

答　
全
小
学
校
の
３
年
生
及

び
４
年
生
を
対
象
に
交
通
安

全
教
室
を
毎
年
実
施
し
、
市

報
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

の
周
知
、
市
内
公
共
施
設
で

の
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
付
、
配

架
及
び
ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
、

自
転
車
の
安
全
利
用
に
関
す

る
啓
発
活
動
を
行
っ
た
。
ま

た
、
５
月
に
は
、
春
の
全
国

交
通
安
全
運
動
出
発
式
を
４

年
ぶ
り
に
実
施
し
、
交
通
ル

ー
ル
の
遵
守
や
交
通
事
故
防

止
の
啓
発
活
動
を
行
っ
た
。

問　
道
路
交
通
法
が
４
月
よ

り
改
正
さ
れ
自
転
車
の
乗
用

時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
、

努
力
義
務
と
な
っ
た
。
警
視

庁
の
調
査
で
、
埼
玉
県
内
の

２
０
１
８
年
か
ら
２
０
２
２

年
累
計
で
は
、
自
転
車
の
交

通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
人
の

54
・
８
％
は
頭
部
に
致
命
傷

を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
い

な
か
っ
た
人
の
致
死
率
は
、

着
用
者
に
比
べ
約
２
・
２
倍

高
く
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
着
用
推
進
及
び
自
転

車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
用

の
助
成
に
つ
い
て
本
市
の
取

組
は
。

答　
市
報
で
の
周
知
や
春
の

全
国
交
通
安
全
運
動
に
合
わ

せ
て
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
を
促
す
チ
ラ
シ
を
配

布
す
る
な
ど
の
啓
発
活
動
を

実
施
し
た
。
今
後
も
効
果
的

な
啓
発
活
動
を
行
う
。
ま
た
、

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入

補
助
に
つ
い
て
は
、
県
内
で

実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
状

況
を
調
査
研
究
す
る
と
と
も

に
、
近
隣
自
治
体
の
動
向
等

を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
橋
り
ょ
う
の
健
全
度
状
況

に
つ
い
て

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

    

着
用
の
推
進
に
つ
い
て

大		

屋　

	

彰
（
公
明
党
）

問　
本
市
に
お
い
て
も
強
盗
・

傷
害
・
Ｄ
Ｖ
・
性
犯
罪
等
さ

ま
ざ
ま
な
犯
罪
被
害
が
起
き

て
い
る
。
犯
罪
被
害
に
遭
わ

れ
た
方
が
受
け
た
被
害
の
早

期
回
復
、
ま
た
は
軽
減
を
図

り
、
再
び
平
穏
な
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。
こ
の
よ
う
な
支
援
を
す

る
た
め
、
埼
玉
県
、
県
内
の

多
く
の
市
町
村
で
も
条
例
を

制
定
し
、
施
行
し
て
い
る
が
、

本
市
で
も
行
田
市
犯
罪
被
害

者
等
支
援
条
例
を
制
定
し
、

市
民
の
安
心
・
安
全
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
が
、
ど
う
考

え
る
か
。

答　
本
市
と
し
て
は
、
不
幸
に

し
て
犯
罪
被
害
に
遭
わ
れ
た

方
の
不
安
、
苦
悩
、
負
担
を

少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
、

き
め
細
か
な
相
談
体
制
の
整

備
や
問
題
に
対
す
る
庁
内
関

係
各
署
と
の
連
携
を
図
っ
て

い
る
。
ま
た
、
住
民
登
録
等

の
市
に
お
い
て
必
要
な
各
種

手
続
を
一
元
的
に
対
応
す
る
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を

実
施
す
る
な
ど
、
犯
罪
被
害

に
遭
わ
れ
た
方
に
寄
り
添
っ

た
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
県
内
の
動
向
を
注
視
す

る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者

の
ニ
ー
ズ
と
適
切
な
施
策
に

つ
い
て
の
調
査
研
究
を
重
ね

て
お
り
、
効
果
的
な
支
援
の

在
り
方
を
含
め
検
討
し
て
い

く
。

問　
近
隣
市
に
お
い
て
は
、

年
金
提
出
用
の
戸
籍
証
明
書

を
無
料
で
発
行
し
て
い
る
市

も
あ
る
よ
う
だ
が
、
本
市
で

は
ど
う
か
。

答　
現
在
無
料
に
す
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
。

問　
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
ど
う
考
え
る
か
。

答　
近
隣
市
の
対
応
は
、
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
無
料
で
交

付
し
て
い
る
他
市
の
状
況
を

確
認
し
て
い
く
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

〇
敬
老
会
に
お
け
る
本
市
の

対
応
に
つ
い
て

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の
制
定
・

市
役
所
窓
口
に
お
け
る
手
数
料
に
つ
い
て

橋	

本	

祐	

一
（
令
和
研
究
会
）

８
月
頃
に
原
案
の
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
９

月
末
に
策
定
の
予
定
で
あ
る
。

問　
市
民
目
線
で
考
え
た
と

き
、
買
い
物
な
ど
日
常
生
活

が
市
内
で
完
結
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
市
内
循
環
バ
ス
の

Ｊ
Ｒ
熊
谷
駅
、
鴻
巣
駅
な
ど

近
隣
自
治
体
へ
の
乗
り
入
れ

も
検
討
す
べ
き
で
は
。

答　
近
隣
自
治
体
へ
の
乗
り

入
れ
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と

は
承
知
し
て
い
る
。
関
係
自

治
体
と
の
協
議
・
調
整
を

行
っ
て
判
断
を
し
て
行
く
必

要
が
あ
る
。

問　
一
台
で
複
数
の
市
民
が

利
用
で
き
る
乗
合
い
タ
ク
シ

ー
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

答　
既
存
の
市
内
循
環
バ
ス

等
と
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ

ッ
ト
を
総
合
的
に
検
討
し
、

市
民
に
と
っ
て
最
適
な
地
域

交
通
網
の
構
築
に
努
め
た
い
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
南
河

原
荘
、
永
寿
荘
の
建
替
え

〇
学
校
給
食
費
の
無
償
化

地
域
公
共
交
通
計
画
の
策
定
と
市
内

循
環
バ
ス
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

村	

田	

秀	

夫
（
日
本
共
産
党
）

問　
地
域
公
共
交
通
政
策
の

課
題
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
、

市
長
の
基
本
認
識
は
。

答　
多
く
の
市
民
の
方
が
市

内
循
環
バ
ス
、
デ
マ
ン
ド
タ

ク
シ
ー
に
つ
い
て
、
不
満
や

不
安
を
持
っ
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
。
今
後
、
６
月
か

ら
設
置
し
た
政
策
特
別
顧
問

の
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
、

市
民
目
線
で
利
便
性
の
高
い

地
域
公
共
交
通
網
の
再
構
築

を
目
指
し
た
い
。

問　
市
の
地
域
公
共
交
通
計

画
策
定
の
進
捗
状
況
は
。

答　
昨
年
、
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
い
、
課
題
を
整

理
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
市

内
循
環
バ
ス
で
は
、
運
行
本

数
の
増
便
や
運
行
時
間
帯
の

拡
大
、
定
期
券
の
導
入
等
の

要
望
や
意
見
が
多
か
っ
た
。

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
で
は
、

予
約
が
取
り
に
く
い
、
待
ち

時
間
が
長
い
等
の
意
見
が
あ

っ
た
。

　

今
年
度
、
こ
れ
ら
の
課
題

を
基
に
基
本
方
針
を
定
め
、




